
（様式２）  

  

入 札 心 得  

  

（総則）  

第１条 入札による長野県林業公社 J-クレジット（以下「公社 J-クレジット」という。）

の購入に当たっては、長野県林業公社 J-クレジット実施要領、長野県林業公社 J-クレ

ジット入札募集要項、入札心得及び売買契約書案の記載事項を承知してください。  

  

（入札手続書類）  

第２条 入札手続きに必要な書類（「入札参加資格審査申請書」及び「入札書」）は、公社

ホームページからもダウンロードできます。  

 http://www.nagarin.or.jp 

  

（入札参加資格審査申請）  

第３条 入札参加希望者は、募集要項で指定した場所に、指定した期限までに、所定の様

式による入札参加資格審査申請書を郵送（一般書留又は簡易書留）により提出してくだ

さい。  

 なお、申請は事業者ごとに 1 者とし、複数の申請書提出は認めません。  

２ 入札参加資格審査申請書に記載する入札参加希望者は、登記事項証明書（現在事項署

名書）に記載されている本店に関して記入してください。  

３ 前項の入札参加資格審査申請書には、次の書類を添付してください。  

（１）法務局又は地方法務局等が商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）により発行した

「登記事項証明書（現在事項証明書）」。ただし、外国会社などで日本において登記

を行っていない法人については、登記事項証明書に相当する証明書（外国語表記の

場合は、日本語の翻訳文を含む。）。  

※当該書類については、開札日前 40 日以内に発行されたものとします。  

  

（入札保証金等）  

第４条 入札保証金は免除します。ただし、公社が必要と認めた入札参加者は、所定の期

日までに、見積もった契約金額（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）

相当額を含んだ額）の 100 分の５に相当する額以上の入札保証金を納付してください。  

 

（入札）  

第５条 入札参加者は所定の様式による入札書及び購入計画書を作成し、郵送（一般書留

又は簡易書留）により、所定の期日までに提出してください。  



２ 入札書に記載する購入量は、当該入札に係る販売量の全量を記載してください。当該

入札に係る販売量全量を超える記載をした場合、又は一部の販売量を記載した場合の

入札書は無効とします。  

３ 入札書には、住所、会社名称、役職、氏名を記載の上押印してください。  

４ 入札書に記載する入札者は、登記事項証明書（現在事項証明書）に記載されている本

店に関して記入するものとし代表者印あるいは公社 J-クレジット販売契約権限者の役

職印を押印してください。  

５ 入札書は封書の上、その封筒に「長野県林業公社 J-クレジット販売入札書」を表記す

るとともに「自己の氏名」及び「入札番号」を記載してください。  

  

（入札書の書換え等の禁止） 

第７条 入札参加者は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することは

できません。  

  

（入札に対する質問）  

第８条 入札に対する質問は、電子メールで、入札参加資格審査申請受付開始日から別途

定める期限までに提出してください。  

２ 質問に対する回答は、公社ＨＰに掲載します。  

  

（入札の辞退）  

第９条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで

きます。  

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を開札日前までに入札辞退届（様式７-

２）を作成し、郵送（一般書留又は簡易書留で開札日の前日までに到達したものに限

る）してください。  

  

（無効入札） 

第 10 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。  

（１）入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 

（２）入札書の記載金額を加除訂正した入札  

（３）入札書に記名押印がない入札  

（４）入札参加資格申請書を提出していない者のした入札  

（５）所定の入札保証金の納付が必要にもかかわらず納付をしない者のした入札  

（６）１人の入札者又はその代理人が同一事項について２件以上の入札をしたときの入札  

（７）入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札  

（８）郵送（一般書留又は簡易書留）以外によってした入札  

（９）入札に関し不正の行為があった者のした入札  



（10）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札  

（11）次のいずれかの要件に該当するものとして長野県警察本部（以下「県警本部」とい

う。）から排除要請を受けた者のした入札（入札参加申込書の提出後、県警本部に

対し、確認を行うことがあります。）  

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下 

「暴法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）  

② 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  

③ 次のいずれかに該当するもの  

ア 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴

力団員であるもの又は暴力団員がその経営に実質的に関与しているもの  

イ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの  

ウ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している

ものエ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの  

オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しているもの  

④  ①から③までに該当するものの依頼を受けて入札に参加しようとするもの  

（12）その他入札に関する条件に違反した入札  

  

（開札）  

第 11 条 開札は、募集要項のスケジュールに記載した日時、場所で行います。  

  

（落札者の決定）  

第 12 条 有効な入札を行った者のうち、最も高額な購入単価を提示した者を落札者と決定

します。  

２ 入札額が同額の場合はくじにより落札者を決定するものとし、くじの方法は、入札参

加者が入札書に任意に記載するくじ番号（３桁）と、くじ引きで同額の入札書を提出し

た企業を企業名称の五十音順（昇順）に０から割り振ります。 

（１）くじ引きで、同額入札の者に０から順に付番する。  

（２）くじ対象者のくじ番号を全て加算する。  

（３）の加算数字をくじ対象者の数で割る。  

（４）（３）の余りの数値と（１）で付番した数値が一致する者を落札者とする。 

 

（入札保証金等の返還）  

第 13 条 落札者が決定した場合、入札保証金を徴収した場合は、落札者に対しては契約締

結後に、落札者以外の者に対しては、入札執行後に返還します。  

２ 落札者がいない場合は、徴収した入札保証金はすべて返還します。  



  

（売買契約の締結）  

第 14 条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から７

日以内に契約担当者の作成した契約書案に記名押印の上、契約担当者に提出してくださ

い。ただし、契約担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示

に従ってください。  

  

（入札保証金等の帰属）  

第 15 条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保

証金又はその納付に代えて提供した担保は、公社に帰属します。  

２ 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該

落札者の見積もった契約金額（消費税等相当額を含んだ額）の 100 分の５に相当する額

の違約金を公社に納付してください。  

  

（契約保証金等）  

第 16 条 契約保証金は免除します。ただし契約を締結する者が契約を履行しないこととな

るおそれがあると認めるときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証

金を納付してください。  

  

（入札保証金等の充当）  

第 17 条 落札者は、契約保証金を納入する場合は、当該入札に係る入札保証金の一部又は

全部を契約保証金の一部に充てることができます。  

  

（契約保証金等の帰属）  

第 18 条 契約者が当該契約に定める義務の不履行を理由に契約を解除されたときは、当該

契約者が納付した契約保証金は、公社に帰属します。  

  

（入札の取りやめ等）  

第 19 条 契約担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認め

るときは、入札の執行を延期し又は取りやめることがあります。  


